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審査基準（申請に対する処分関係） 

 

担当課 林業政策課 検索番号 ５－６ 

法令名 森林組合法 根拠条項 １９－１ 

許認可等 森林組合の共済規程の承認 

 森林組合法（昭和53年５月１日 法律第36号） 

（根拠規定） 

 第19条第１項 

  森林組合が共済事業を行おうとするときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければ

ならない｡ 

 

 

（許認可等の基準） 

森林組合等関係法令の処分に係る審査基準等の設定について（平成29年4月10日付け 

29林第13号農林水産部長通知） 

１ 審査基準 

  （５）法第１９条第１項及び第３項の規定による森林組合の共済規程の承認及び変更等の承

認に係る審査基準は、被共済者の保護を図る等の見地から、「森林組合法の施行につい

て」（昭和53年9月14日付け53林野組第174号農林水産事務次官依命通知）第４の

１の（２）のイのなお書のとおりとする。 

 

 法第19条第２項 

   前項の共済規程には、共済事業の種類その他の共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金

及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならな

い。 

 

  森林組合法施行令第４条 

   法第19条第２項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

１ 事業の実施方法に関する事項 

    イ 共済契約者及び共済の目的の範囲 

    ロ 共済金額及び共済期間に関する事項 

    ハ 共済契約締結の手続きに関する事項 

    ニ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項 

    ホ 共済証書及び共済契約申込書の記載事項並びにこれらに添付すべき書類の種類 

    へ 共済契約の特約に関する事項 

    ト 共済金額､共済事業の種類又は共済期間を変更する場合に関する事項 

   ２ 共済契約に関する事項 

    イ 森林組合又は森林組合連合会（以下｢共済組合｣という。）が共済金を支払わなければ

ならない理由 

    ロ 共済契約無効の原因 

    ハ 共済組合がその義務を免れる事由 

    ニ 共済組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期 

    ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによって受ける損失 

    へ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有す

る権利及び義務 
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   ３ 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項 

    イ 予定損害率に関する事項 

    ロ 予定事業比率に関する事項 

    ハ 共済掛金の計算に関する事項 

    ニ 責任準備金の計算に関する事項 

    ホ 共済期間が１年を超えるものについては、予定利率に関する事項、解約返戻金の計

算に関する事項及び未収共済掛金の計上の範囲に関する事項 

 

  「森林組合法の施行について」第４の１（２）のイ 

   （略） 

なお、共済事業は、我が国の森林の賦存状況、森林災害の発生形態等からみて当面全国

森林組合連合会が行うものとするが、この事業の適正かつ円滑な実現を図るために必要な

指導上の留意事項については、林野庁長官からの技術的助言によられたい｡ 

 

 

 

（その他） 
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